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若さの秘訣！
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平
成　

年
第
２
回
定
例
会
は
、
６
月
７
日
か
ら　

日
ま
で

１８

３０

の　

日
間
（　

日
間
延
長
）
開
催
し
ま
し
た
。

２４

１４

　

初
日
は
、
条
例
の
制
定
、
一
部
改
正
、
市
道
の
認
定
・
廃

止
・
変
更
、
平
成　

年
度
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
補
正

１８

予
算
な
ど
議
案　

件
が
上
程
さ
れ
、
人
事
案
件
１
件
を
同
意

１１

し
ま
し
た
。

　

２
日
目
は
、
議
案
質
疑
の
後
、
採
決
し　

議
案
を
原
案
の

１０

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

常
任
委
員
会
は
、　

日
に
行
わ
れ
、
付
託
さ
れ
た
請
願
陳

１２

情
事
件
に
つ
い
て
審
議
し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
は
、　

日
に
行
い
、
５
人
が
市
政
全
般
に
つ
い

１４

て
、
考
え
を
問
い
ま
し
た
。

　
　

日
は
、
常
任
委
員
会
へ
付
託
し
た
請
願
陳
情
事
件
の
委

１６
員
長
報
告
、
議
員
提
出
議
案
４
件
が
上
程
さ
れ
、
３
件
を
可

決
し
、
残
り
１
件
は
政
治
倫
理
条
例
審
査
特
別
委
員
会
を
設

置
し
、
会
期
を
延
長
し
審
査
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
懲
罰
動
議
が
提
出
さ
れ
懲
罰
特
別
委
員
会
を
設
置
し
ま
し

た
。

　

最
終
日　

日
は
、
政
治
倫
理
条
例
審
査
特
別
委
員
会
及
び

３０

懲
罰
特
別
委
員
会
の
委
員
長
審
査
報
告
後
、
採
決
し
両
案
件

と
も
否
決
し
ま
し
た
。
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緒川運動公園

� � � �� � � �� � ��� �� �

��������	
���������������������������������

��������������������	
������

�������������������

��������������
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社
会
体
育
施
設
と
し
て
、
緒
川

運
動
公
園
及
び
山
方
地
域
の
旧
小

学
校
体
育
館
が
追
加
さ
れ
ま
し

た
。

　

緒
川
運
動
公
園
の
多
目
的
グ
ラ

ン
ド
に
は
、
有
料
の
夜
間
照
明
施

設
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

○
建
設
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

（
７
件
）

○
平
成　

年
度
経
営
状
況
報
告

１７

・
常
陸
大
宮
市
土
地
開
発
公
社

・（
財
）常
陸
大
宮
市
勤
労
者
等
福
祉
事

業
団

・（
財
）常
陸
大
宮
市
農
業
公
社

・（
財
）常
陸
大
宮
市
山
方
ふ
る
さ
と
振

興
公
社

・（
財
）ご
ぜ
ん
や
ま
振
興
公
社

・（
株
）ふ
る
さ
と
活
性
化
セ
ン
タ
ー
み
わ

・
お
が
わ
地
域
振
興（
株
）　

○
有
価
証
券
の
消
滅
に
つ
い
て

○
常
陸
大
宮
市
議
会
の
解
散
の
賛
否
投
票

に
つ
い
て

　

寺
門
延
幸
氏
が
、
平
成　

年
９
月　

日

１８

３０

に
任
期
満
了
と
な
る
た
め
提
案
さ
れ
た
も

の
で
す
。
議
会
は
、
寺
門
延
幸
氏
を
再
任

す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



3 議会広報第７号

　

常
陸
大
宮
市
の
消
防
団
が
大
宮
消
防

団
、
山
方
消
防
団
、
美
和
消
防
団
、
緒
川

消
防
団
、
御
前
山
消
防
団
の
連
合
団
方

式
か
ら
、
平
成　

年
４
月
１
日
を
も
っ

１８

て
常
陸
大
宮
市
消
防
団
と
し
て
１
団
に

統
合
さ
れ
、
大
宮
支
団
、
山
方
支
団
、
美

和
支
団
、
緒
川
支
団
、
御
前
山
支
団
の

５
支
団
の
組
織
体
制
と
な
り
ま
し
た
。

退職報償金支給額表 平成１８年４月１日施行（単位：千円）
� � � �
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□内太字２千円増

団　　　長

副 団 長

第 １ 分 団～

第 ７ 分 団

第 １ 分 団～

第 ５ 分 団

第 １ 分 団～

第 ６ 分 団

第 １ 分 団～

第 ６ 分 団

第 １ 分 団～

第 ３ 分 団

大 宮 支 団
支 団 長
副 支 団 長
指 導 員
支 団 本 部 員

山 方 支 団
支 団 長
副 支 団 長
指 導 員
支 団 本 部 員

美 和 支 団
支 団 長
副 支 団 長
指 導 員
支 団 本 部 員

緒 川 支 団
支 団 長
副 支 団 長
指 導 員
支 団 本 部 員

御前山支団
支 団 長
副 支 団 長
指 導 員
支 団 本 部 員
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※補正予算・人事は２ページ、議員提出議案については、４・５ページに掲載してあります。
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政治倫理条例の一部を改正する条例否決

出 議 案議 員 提 出 議 案  出 議 案議 員 提 出 議 案  出 議 案議 員 提 出 議 案  出 議 案議 員 提 出 議 案  出 議 案議 員 提 出 議 案  出 議 案議 員 提 出 議 案  出 議 案  出 議 案  

　

中
島
光
一
議
員
他
５

名
の
議
員
か
ら
、
政
治

倫
理
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
第　

条
１０

第
１
項
中
「
議
員
、
そ

の
配
偶
者
又
は
当
該
議

員
の
１
親
等
若
し
く
は

同
居
の
親
族
が
役
員
を

し
て
い
る
企
業
及
び
」

を
削
る
）が
提
出
さ
れ
、

政
治
倫
理
条
例
審
査
特

別
委
員
会
を
設
置
し
て

６
月　

日
に
審
議
し
、

２３

　

日
の
本
会
議
に
お
い

３０て
採
決
の
結
果
全
会
一

致
で
否
決
し
ま
し
た
。

　

委
員
長　

木
村　

勝
昭

副
委
員
長　

内
田　
　

平

　
　

小
林　
　

勲

　
　

青
木　

秀
男

　
　

栗
田　
　

進

　
　

岸　

佐
次
郎

　
　

疋
田　

好
夫

　
　

田
中　

二
郎

　
　

山
口　

正
秀

　
　

河
野　
　

勲

　
　

宮
下　
　

衛

　
　

角
田　

二
雄

　
　

三
村　

�
男

　
　

成
井　

文
夫

　
　

石
�　

清
司

田
沢　

祐
男

　
　

�
村　

正
美

　
　

堀
江　

�
一

　
　

糟
谷　
　

壽

　
　

鹿
嶋　

一
義

　
　

根
本　

保
裕

　
　

�
村　

和
郎

　
　

武
石　

寿
長

　

田
中
二
郎
議
員
他
９
名
か
ら
出

さ
れ
た
懲
罰
動
議
は
、
追
加
日
程

と
し
、
特
別
委
員
会
が
設
置
さ

れ
、
懲
罰
の
審
査
に
か
か
っ
た　
１３

名
を
除
く
全
員
が
懲
罰
特
別
委
員

と
な
り
ま
し
た
。（
構
成
委
員
次

ペ
ー
ジ
参
照
）

　

懲
罰
特
別
委
員
会
は
、　

日
に

２２

開
催
し
、
開
会
後
直
ち
に
秘
密
会

で
行
い
ま
し
た
。

　
　

日
の
本
会
議
も
賛
成
所
定
数

３０
以
上
で
秘
密
会
で
行
い
ま
し
た
。

　

審
議
中
、
大
貫
議
長
か
ら
議
長

辞
職
願
い
が
提
出
さ
れ
、
秘
密
会

は
一
時
解
か
れ
議
長
辞
職
の
件
が

追
加
日
程
と
な
り
直
ち
に
採
決
し

許
可
し
た
後
、
副
議
長
が
議
事
を

進
行
し
秘
密
会
に
戻
り
、
質
疑
・

討
論
後
、
無
記
名
投
票
に
よ
る
採

決
を
行
い
否
決
し
ま
し
た
。

　

こ
の
採
決
は
特
別
の
採
決
を
用

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
案
件
で
、

現
職
議
員　

名
の
２
／
３
以
上
が

６３

出
席
し
て
い
る
会
議
で
あ
り
、
か

つ
出
席
者
の
３
／
４
以
上
の
賛
成

票
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
可
決
に
は

な
り
ま
せ
ん
。

６
月　

日
の
議
員
数　
　

名

３０

６３

会
議
の
出
席
者
数　
　
　

名
４３

可
決
に
必
要
な
投
票
数　

票
３３

　

懲
罰
を
科
す
こ
と
に
賛
成
票

　
　
　

票
２５

　

懲
罰
を
科
す
こ
と
に
反
対
票

　
　
　

票
１８

��
����

��
��
��
��
��

����
��
��
��
��
��
��

�
�
�
�
�

秘密会

　会議を公開しないで行う会議
　
所定数

　出席議員の２／３以上の賛成数

��������

��������	
����
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議 員 提議 員 提 出 議 案  議 員 提議 員 提 出 議 案  議 員 提議 員 提 出 議 案  議 員 提議 員 提 出 議 案  議 員 提議 員 提 出 議 案  議 員 提議 員 提 出 議 案  議 員 提議 員 提
　

角
田
二
雄
議
員
他
８
名
の
議
員
か
ら
提
案
さ
れ
た
報
酬
改
正
案
は
本

会
議
で
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

���������������
���������������
���������������
������������������������������

���������������
������������������������������

���������������
���������������
���������������

������������������������������

���������

河
野　
　

勲

佐
藤　
　

忠

宮
下　
　

衛

角
田　

二
雄

木
村　

幹
朗

三
村　

�
男

軍
司　
　

弘

佐
藤　

正
義

成
井　

文
夫

皆
川　

忠
雄

木
村　

勝
昭

石
�　

清
司

田
沢　

祐
男

�
村　

正
美

堀
江　

�
一

小
室　

徳
蔵

糟
谷　
　

壽

鹿
嶋　

一
義

堀
江　

武
久

根
本　

保
裕

木
内　

一
郎

皆
川　

勝
博

�
村　

和
郎

武
石　

寿
長

　

��������	
�

（単位：円）

差　　額改 正 後
報酬月額

改 正 前
報酬月額

▲１６，０００３３４，０００３５０，０００議　長

▲３４，０００２９０，０００３２４，０００副議長

▲４８，０００

２６０，０００

３０８，０００旧 大 宮

議　員

５，０００２５５，０００旧 山 方

１０，０００２５０，０００旧 美 和

１５，０００２４５，０００旧 緒 川

６，０００２５４，０００旧御前山

平成１８年７月１日から施行

委
員
長　

疋
田　

好
夫

副
委
員
長　

小
室　
　

彬

河
野　

洪
勲

　

小
室　
　

勉

　

菊
池　

五
介

　

中
島　

光
一

　

栗
田　

光
男

永
嶋　
　

昇

　

小
林　
　

勲

　

掛
札　

幸
博

　

仲
田　

好
一

　

内
田　
　

平

　

平
塚　

芳
信

　

青
木　

秀
男

　

海
老
根
正
夫

　

栗
田　
　

進

　

寺
門　
　

幸

　

岸　

佐
次
郎

　

細
貝　

富
雄

　

澤
村　

信
一

　

田
中　

二
郎

　

大
�　

重
信

　

小
室　

正
美

　

山
口　

正
秀

　

五
位
渕　

粤

　会期を１４日間延長して、政治倫理条例の一部を改正する条例を特別委員会で審議すること
に決定した後、１３名の議員から辞職願が提出され会議に諮った結果否決されました。その際、
重要案件の審議中に辞職願を提出した行為は、議員の職責を果たしていないとの理由により
１３名に対して懲罰動議が提出されたため特別委員会を設置し、秘密会で審査しました。
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行
政
側
の
勧
め
に
よ
り
、
納
税

を
口
座
振
替
に
し
た
こ
と
に
伴

い
、
納
税
組
合
を
解
散
し
た
と
こ

ろ
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
納

税
組
合
は
現
在
何
組
合
あ
る
の
か

伺
い
ま
す
。
ま
た
、
納
税
組
合
に

手
数
料
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
か
伺
い
ま
す
。

　

税
の
滞
納
及
び
未
納
を
無
く
す

た
め
に
も
、
ま
た
税
の
徴
収
と
い

う
一
つ
の
目
的
に
よ
っ
て
、
地
域

連
帯
感
の
醸
成
に
役
立
つ
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
後
、
滞
納

者
を
増
や
さ
な
い
た
め
に
も
、
納

税
組
合
の
再
構
築
を
考
え
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
考
え
を
伺
い

ま
す
。

○
市
民
部
長

　

組
合
数
は
、
大
宮
地
域
で
１
７

２
組
合
、
山
方
地
域
で　

組
合
、

８１

美
和
地
域
で　

組
合
、
緒
川
地
域

２９

で
２
組
合
、
御
前
山
地
域
で　

組
５５

合
、
合
計
で
３
３
９
組
合
で
す
。

　

手
数
料
支
払
い
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
納
税
組
合
長
に
対
し
て
均

等
割
で
９
、
０
０
０
円
、
世
帯
割

６
０
０
円
の
報
酬
を
支
払
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
に
は
、
納
付
書
を

扱
う
手
数
料
と
し
て
の
役
割
も
含

ん
で
い
ま
す
。

○
市
長

　

納
税
組
合
の
再
構
築
に
つ
い
て

は
、
口
座
振
替
の
普
及
や
個
人
情

報
等
に
よ
り
組
合
を
取
り
巻
く
環

境
は
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
納

税
奨
励
金
に
つ
い
て
も
、
納
税
組

合
以
外
の
納
税
者
と
の
公
平
性
に

よ
り
、
現
在
、
全
国
的
に
廃
止
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������

・
地
域
に
お
け
る
連
帯
感
の
醸

成
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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情
報
化
が
急
激
に
進
展
す
る

中
、
私
は
電
子
自
治
体
の
推
進
、

専
門
の
課
の
設
置
等
、
提
案
・
質

問
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
意
味
か

ら
「
地
域
情
報
化
推
進
計
画
」
が

策
定
さ
れ
た
こ
と
に
期
待
し
て
い

ま
す
。

　

計
画
で
は
「
市
民
の
利
便
性
向

上
」「
市
民
参
加
に
よ
る
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
」「
行
政
の
効
率
化
」

な
ど
７
点
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

計
画
推
進
に
よ
り
、
行
政
が
ス

ピ
ー
デ
ィ
ー
に
な
り
良
質
で
低
コ

ス
ト
体
質
に
な
る
こ
と
が
重
要
で

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
質
問
し
ま
す

が
、

①
計
画
の
実
行
と
達
成
へ
の
市
長

の
決
意
は
。

②
計
画
期
間
の
投
資
額
と
人
的
・

財
政
的
削
減
効
果
の
見
込
み

は
。

○
市
長

　

社
会
の
変
化
に
迅
速
に
、
し
か

も
的
確
に
対
応
し
、
年
間
計
画
に

沿
っ
て
行
政
運
営
の
簡
素
化
、
効

率
化
、
そ
し
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
に
努
め
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

○
総
務
部
長

　

計
画
期
間
の
投
資
総
額
で
す

が
、
本
市
の
地
域
情
報
化
を
推
進

す
る
た
め
の
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
検
討
を
行
い
ま
し
て
、
概
算
費

用
で
す
が
、
約
２
億
５
、
０
０
０

万
円
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

削
減
効
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、

計
画
段
階
で
す
の
で
、
導
入
す
る

業
務
の
範
囲
等
も
決
定
し
て
い
な

い
面
も
あ
り
、
具
体
の
算
定
は
今

後
と
な
り
ま
す
。

○
市
長

　

今
年
４
月
に
機
構
改
革
を
実
施

し
、
企
業
誘
致
推
進
室
を
設
け
、

積
極
的
に
企
業
の
誘
致
を
図
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
さ
ら
に
、
雇

用
の
場
の
確
保
の
た
め
、
茨
城
県
、

商
工
会
等
と
一
体
と
な
り
企
業
の

活
性
化
を
促
す
た
め
各
種
融
資
制

度
を
充
実
さ
せ
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
度
よ
り
地
域
創
業

助
成
金
制
度
の
導
入
を
図
り
、
新

規
創
業
の
支
援
を
し
て
い
る
ほ

か
、
今
後
、
固
定
資
産
税
相
当
分

を
３
年
間
立
地
奨
励
金
と
し
て
交

付
す
る
要
綱
の
整
備
、
ま
た
新
規

に
従
業
員
を
市
内
よ
り
雇
用
す
る

場
合
、
雇
用
奨
励
金
の
交
付
等
も

検
討
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
関
係
機
関
と
連
携
を

と
り
な
が
ら
進
め
て
生
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

人
口
減
少
に
よ
り
、
過
疎
化
、

少
子
化
が
進
み
、
常
陸
大
宮
市
の

財
政
力
指
数
は
県
内
で
も
か
な
り

低
い
位
置
に
あ
り
ま
す
。

　

至
上
課
題
と
し
て
若
者
の
定
住

促
進
を
図
る
な
ど
の
政
策
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は

「
雇
用
の
場
の
確
保
」
が
必
要
で

す
。

　

優
良
企
業
誘
致
の
た
め
に
次
の

よ
う
な
施
策
が
必
要
と
考
え
ま

す
。

①
市
独
自
の
企
業
優
遇
策

②
受
入
れ
の
方
法

③
企
業
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
方
法

④
担
当
職
員
の
配
置

　

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
、
考
え

を
伺
い
ま
す
。

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
																					

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������

・「
夢
と
希
望
あ
ふ
れ
る
常
陸

大
宮
市
の
み
ら
い
」
に
つ
い

て
・
市
「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
に

つ
い
て

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

・
常
陸
大
宮
済
生
会
病
院
に
つ

い
て

・
御
前
山
統
合
小
学
校
に
つ
い
て

・
那
珂
川
大
橋
の
架
け
替
え
に

つ
い
て

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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御
前
山
統
合
小
学
校
建
設
は
、

当
初
の
計
画
を
一
変
し
、
運
動
公

園
グ
ラ
ン
ド
を
四
分
の
一
以
上
使

用
。
条
例
改
正
も
せ
ず
議
会
議
決

も
さ
れ
ず
、
議
会
軽
視
の
行
為
で

あ
る
。
支
所
の
行
政
も
今
後
は
オ

ン
ラ
イ
ン
化
で
少
数
職
員
と
な
る
。

　

ま
す
ま
す
少
子
化
が
進
み
、
山

の
中
に
新
築
小
学
校
が
必
要
な
の

か
。
安
心
安
全
な
教
育
の
運
営
が

で
き
る
か
ど
う
か
を
、
保
護
者
の

皆
さ
ん
は
一
番
心
配
し
て
い
る
。

　

市
財
政
削
減
の
折
、
事
業
を
見

直
し
、
平
成
４
年
に
増
改
築
し
た

野
口
小
学
校
を
統
合
小
学
校
と
し

て
活
用
す
る
こ
と
を
強
く
要
望
す

る
。

○
教
育
次
長

　

御
前
山
総
合
運
動
公
園
は
、
合

併
調
整
に
よ
り
、
常
陸
大
宮
市
社

会
体
育
施
設
条
例
の
中
で
、
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
事
項
を
規
定

し
て
い
ま
す
。

　

新
た
な
学
校
の
設
置
に
関
す
る

条
例
は
、
統
合
小
学
校
が
完
成
し

供
用
開
始
に
至
る
段
階
で
、
常
陸

大
宮
市
立
学
校
設
置
条
例
か
ら
、

統
合
す
る
前
の
３
つ
の
学
校
を
削

除
し
て
、
統
合
後
の
１
校
を
加
え

る
条
例
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
社
会
体
育
施
設
用
地
の

一
部
を
使
用
し
て
、
学
校
用
地
と

し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
条
例

上
の
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
関

係
用
地
面
積
分
に
つ
い
て
は
、
社

会
体
育
施
設
用
地
か
ら
学
校
用
地

へ
と
、
用
途
変
更
を
行
っ
た
上
で

対
応
し
て
い
き
ま
す
。
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自
治
体
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と

す
る
と
き
、
組
織
の
見
直
し
が
迫

ら
れ
ま
す
。
教
育
委
員
選
任
は
、

選
挙
で
選
ば
れ
た
首
長
が
議
会
の

同
意
を
得
る
か
ら
民
意
を
反
映
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
政
争
の
具

に
な
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

　

東
京
都
中
野
区
で
は
、
区
民
推

薦
制
度
を
導
入
。
自
薦
を
含
め
候

補
者
が
意
見
を
発
表
し
、
区
長
が

選
任
の
参
考
に
し
て
い
ま
す
。
埼

玉
県
志
木
市
で
は
、
審
議
会
方
式

で
民
意
を
吸
上
げ
て
い
ま
す
。

　

教
育
施
策
で
地
方
が
様
々
な
判

断
を
す
る
時
代
の
到
来
で
あ
り
、

制
度
の
運
用
が
十
分
か
ど
う
か
点

検
す
る
必
要
が
あ
り
、
制
度
の
改

革
は
英
断
が
必
要
で
す
。
考
え
を

伺
い
ま
す
。

○
市
長

　

教
育
委
員
会
が
本
来
の
機
能
を

発
揮
す
る
た
め
に
は
、
教
育
委
員

の
選
任
方
策
は
極
め
て
重
要
で
す
。

　

選
任
に
は
、
教
育
行
政
に
深
い

関
心
と
熱
意
を
有
し
、
よ
り
幅
広

い
分
野
か
ら
の
人
材
の
登
用
に
努

め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
中
央
教
育
審
議
会
答
申

や
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
第
４
条
に
基
づ

き
、
人
格
が
高
潔
で
、
教
育
、
学

術
及
び
文
化
に
関
し
識
見
を
有
す

る
者
の
中
か
ら
、
委
員
の
年
齢
、

性
別
、
職
業
等
に
著
し
い
偏
り
が

生
じ
な
い
よ
う
、
ま
た
住
民
の
意

向
を
反
映
す
る
よ
う
な
選
任
方
法

に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
十
分
検
討

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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・
中
学
校
の
廃
校
に
つ
い
て

・
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
つ
い
て

・
固
定
資
産
税
の
改
正
に
つ
い

て
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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鶴
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米国産牛肉の輸入に抗議し、BSEの万全な対策を求める意見書

　日本政府は昨年１２月１２日に、アメリカ・カナダ産牛肉の輸入再開を決定し、輸入が再開されました。

しかし、１月２０日にアメリカから輸入された牛肉に特定危険部位の脊柱が混入していたことが発見さ

れ、再度輸入停止措置がとられています。

　本議会としては、国民の食の安全に対する関心の高さを踏まえ、食の安全・安心を確保する観点から、

これらの問題に対し慎重な対応が必要と考えます。

　よって、以下の点に配慮し「拙速な米国産牛肉の輸入再開を行わず、国内BSEの万全な対策」に取り

組まれるよう要望します。

記

１　米国産の牛肉等に対するBSE対策について、以下のような問題点があることから、これらに対する

改善措置が明確にならない段階での拙速な輸入再開を行わないよう求めます。

①　米国では、と畜される牛で、BSE検査を行っている事例は極めて少ないこと。

②　生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の判定が正確にできず、

誤差を生じさせること。

③　特定危険部位の除去では、日本は全ての牛の危険部位を除去し、焼却処分を行っているのに対し、

米国では３０ヶ月齢以上の牛に限られていること。

２　国内のBSE対策について、次の点を求めます。

①　米国・カナダ産の牛肉等の再評価を行うこと。その際には日本で実施されているBSE対策である全

頭検査、トレーサビリティ、全頭からの特定危険部位の除去、肉骨粉の禁止を基準に評価すること。

②　輸入時の検査体制を強化し、最大限の検査を行うこと。

③　消費者の選択権を確保し食の安全を実現するため、牛肉を使用した外食、中食、加工品等全てに原

料原産地表示を義務化すること。

提出先　　内閣総理大臣　　農林水産大臣　　厚生労働大臣　

　　　　　内閣府特命担当大臣（食品安全担当大臣）

八里地域の早急な「携帯電話通信鉄塔設置」を求める決議

　常陸大宮市になっても携帯電話通信可能区域の格差はいまだ解消されず、市街地から遠距離にある

山間部は大きな社会問題でもあります。特に、緒川地域は携帯電話が２４％も使用できない、つながり難

い地域です。

　八里地区の携帯電話に関する現状は、国道から外れた地域は全く利用ができず、学校との緊急連絡に

関して、八里小学校の先生方、保護者の間で非常に不安を感じ心配をされています。

　情報を身近に捉えることは必要不可欠なものであり、一日も早く携帯電話通信鉄塔の整備を進める

よう関係機関へ再度求めていただけますよう強く要望いたします。

提出先　　常陸大宮市長
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平
成　

年
第
３
回
臨
時
会
は
、
５
月　

日
に
開
か
れ
、
専

１８

２６

決
処
分
２
件
、
議
員
提
出
議
案
２
件
、
陳
情
１
件
を
審
議
し

ま
し
た
。

専
決
処
分
の
承
認

・
常
陸
大
宮
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
る
も
の

・
常
陸
大
宮
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
る
も
の

�
�
�
�
�
�

常
陸
大
宮
市
議
会
解
散
請
求
に
伴
う
弁
明
書
可
決

　

田
中
二
郎
議
員
他　

名
の
議
員
か
ら
提
案
さ
れ
た
解
散
請

１３

求
に
伴
う
弁
明
書
は
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

 

（
下
文
参
照
）

常
陸
大
宮
市
議
会
の
自
主
解
散
に
関
す
る
決
議
否
決

　

駒
田
強
議
員
他　

名
の
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
自
主
解
散

１８

に
関
す
る
決
議
は
賛
成
少
数
で
否
決
し
ま
し
た
。

陳
情
審
査
特
別
委
員
会
結
果
報
告

　

第
１
回
定
例
会
で
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
「
陳
情
第
８

号
常
陸
大
宮
市
議
会
早
期
解
散
を
求
め
る
陳
情
」
は
、
計
５

回
の
審
査
を
重
ね
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
委
員
会
並
び
に

本
会
議
で
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

常陸大宮市議会解散請求に伴う弁明書

１　歳入について
　合併によって、旧５町村毎に地方交付税が１０年間算出され、さらに５年間延長となり、有利な
扱いを受けています。

２　歳出について
�　合併により５町村の共通経費が削減されます。
�　行財政改革により、歳出の削減を図っています。
�　議員報酬は市の財政事情を考慮して、旧５町村の報酬を踏襲しました。
�　１９年９月から議員が２６名となり、報酬がさらに削減されます。

３　合併後の地域間の調整が、未だ不十分なので、在任特例中にこれらの調整項目の実現を監視す
る責任があります。

４　合併在任特例が認められた経過
　対等合併で進めてきたが、旧大宮町への吸収合併となり、平成１９年９月までの合併在任特例が
合併法定協議会で、賛成多数で承認決定しました。

５　合併在任特例が法で認められた理由
�　中心部と周辺部で地域格差が生じます。
�　住民へのきめ細かなサービスが低下します。
　今、常陸大宮市の未来の基礎づくりをする重大な時期であります。市の財政状況は、議員とし
て十分理解しますが、上記のような観点から経費削減という市民の声は真摯に受け止めながら
も、在任特例中の期間に旧５町村の格差を是正し、その一体化を図り条件整備をすることこそ、
合併議会議員の我々に課せられた責務であり、使命であると自負しております。よって、本議会
は早期解散される理由がないと信じ、弁明いたします。

　平成１８年５月２６日
 常陸大宮市議会　
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〒３１９－２２９２

茨城県常陸大宮市中富町３１３５－６

TEL ０２９５－５２－１１１１（代）  内線４１３

 ０２９５－５３－０３９３（直）

FAX ０２９５－５２－２１８６

ｅメール　gikai@city．hitachiomiya．lg．jp

URL　http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/

市議会広報は、ホームページでもご覧になれ

ます。

　生活文教常任委員会では、平成１８年４月２７日（木）に
所管事務調査を行いました。
　「少人数学級の現状と課題」として、伊勢畑小学校・大
場小学校の複式学級をそれぞれ視察し、各学校の校長、
教頭と意見交換を行いました。
　競争心の薄れや交流会の場での児童の萎縮傾向等の
デメリットはあるものの、学習面においては、市から
学校教育指導員の配置により、個別指導形態がとれる
ため、学力は向上しているとの説明がありました。
　この他の調査として「教育施設の現状と課題」「有害
図書・情報対策」の調査を行いました。
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こ
の
広
報
が
皆
さ
ん
に
届
く
こ
ろ
に
は
、
新
し
い

　

名
の
議
員
が
誕
生
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

２６
　

今
期
の
広
報
は
、
５
月
臨
時
会
及
び
６
月
定
例
会

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す
る
内
容
で
す
が
、
市
民
の
方

か
ら
の
議
会
解
散
活
動
が
な
さ
れ
る
中
で
の
開
催
と

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
議
員
請
求
で
の
臨
時
会
招
集
や
定
例

会
の
大
幅
延
長
な
ど
、
平
常
時
と
は
異
な
る
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

　

合
併
協
議
に
よ
り
、
在
任
特
例
と
す
る
こ
と
で
出

発
し
た
常
陸
大
宮
市
議
会
で
し
た
が
、
７
月
２
日
に

行
わ
れ
た
住
民
投
票
に
よ
り
、
同
日
解
散
と
な
り
ま

し
た
。

　

今
後
は
、
新
生
市
議
会
の
も
と
で
、
議
会
広
報
が

発
行
さ
れ
ま
す
。 

（
事
務
局
）

　議場で、実際の議会を見てみませんか？ 

　ぜひ、傍聴にお越しください。 

　手続きは簡単で、受付簿に住所、氏名、

年齢を書くだけです。

����������������		

����

������

　議会に対するご意見・ご要望がありまし

たら、住所氏名を明記の上、常陸大宮市議

会事務局までご連絡ください。

　５月２５日（木）、山方地域の西野内運動

公園（岩井橋下流左岸）で、「わくわくス

ポーツ山方地区大会」が行われました。

　この大会は今年で１１回目を迎え、輪投

げ、クロッケー、ペタンク、グランドゴ

ルフの４種目に、約２５０名の方々が参加

しました。
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